
Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標等　　※ 次頁以下（１）から（５）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

　１．次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、２に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の

　　状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。

　２．各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別

　　目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別

　　に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。

　３．「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前５年間

　　の「増減数」の合計は「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　４．「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額

　　を計上すること。

　５．４による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」

　　欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　６．計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前５年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前５年間実績」欄に

　　計上すること。

　７．「改善額　合計」欄及び「計画前５年間改善額　合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前５年間

　　実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。

　課題②
・当町は、平成20年度の世界文化遺産登録をめざしている。これに伴う観光客の増が見込まれている。
　＊観光客の増見込み　　平成18年度１８７万人　→　平成22年度２２４万人　（平泉町観光振興計画より）
  従って、観光施設の水道水の需要増が考えられる。
・現在ある高田前工業団地で残っている区画及び将来造成が予定されている工業団地へ企業誘致する計画があるので、これに伴う水道の需要が見込まれる。
　
＜水道需要の増見込み＞
　　　　　　　　　　　　　18年度（基準）    　19年度　　　    　20年度　　 　 　21年度 　   　　　22年度　  　 　 　　23年度
　　有収水量（千m3）　　　　５８１　　　　　　５８８　　　　　　５９５　　　　　６００　　　　　　６０５　　　　　　　６０８
　　水道料金（百万円）　　　１３５　　　　　　１４０　　　　　　１４１　　　　　１４２　　　　　　１４３　　　　　　　１４４
　　（増の内容）　　　　　　　　　　　　　　（料金改正）　　（料金改正）　　　（料金改正）　　　（料金改正）　　　（料金改正）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（観光客増等）　　（観光客増等）　　（観光客増等）　　（観光客増等）

課　題

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

取　組　み　及　び　目　標

　課題①の（A）
職員は、平成17年度に町の行政機構等整備により建設課と統合し建設水道課となったことにより、兼務体制で水道業務を分担している。

　課題①の（B）、②
平成１３年度から赤字決算となってるため、平成19年7月に料金改正を行った。しかし、県内市町村の料金と比較すると上位の方であるため、大幅な料金改定はで
きなかった。今後、施設の老朽化が進んでいるため改良工事が迫られている施設があり、今回の繰上償還、健全化計画の策定により飲料水の安心安定供給を継続
することができる。



　８．「(参考) 補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５ 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金

　　運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　９．以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。

　10．必要に応じて行を追加して記入すること。


